
 

 
 

※現に存する建築物が 2 以上あり、同一敷地

内に新たに建築物を建設し、従前の建築物

のうち 1 以上を残して除却する場合、確認

申請書の第 3 面は「増築」となるが、別棟

を造るため「新築」に該当。 

増築 

（仮使用）既

存部分 

（使用） 

既存部分 

（使用） 

建 築 計 画 

（１）新築 

（２）増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の
模様替の工事で、避難施設等に関する工事を含むもの 

国土交通大臣が定める工事（基
準告示第３）以外のもの（略） 

国土交通大臣が定める
工事（基準告示第３） 

増築（以下の２つの要件を満たすもの） 
・仮使用の認定の申請前に、増築部分の避難施設

等に関する工事を完了しているもの 

・既存部分に係る避難施設等に関する工事を含ま

ないもの 

別棟増築 建替増築 一体増築 Exp.J 増築 全改築 

一部改築 
・建築物が開口部のない

自立した構造の壁で区

画されている場合にお

ける当該区画された部

分の改築（一部の改築

を除く。）の工事 

≪参考 指定確認検査機関等の仮使用認定 基準の適用の考え方（イメージ)≫ 

旧棟 

（使用） 

除却しない 

新棟 

建設 

（仮使用） 

旧棟 

（使用） 

除却しない 

敷地工事以外完了 

敷地・建築物の工事が未完了 

工事完了後 

旧棟 

（使用） 

除却しない 

新棟 

建設 

一部仮使用 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

工事は敷地工事含め完了 

（完了検査受理後７日経過前） 

敷地工事以外完了 

敷地・建築物の工事が未完了 

工事完了後 
工事は敷地工事含め完了 

（完了検査受理後７日経過前） 

新棟部分を仮使用 

（敷地以外完成） 

新棟部分を仮使用 

（敷地以外完成） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

旧棟 

除却 

旧棟 

（使用） 

旧棟 

除却 

新棟 

建設 旧棟 

（使用） 一部仮使用 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

敷地工事以外完了 

敷地・建築物の工事が未完了 

工事完了後 
工事は敷地工事含め完了 

（完了検査受理後７日経過前） 

増築部分を仮使用 

（敷地以外完成） 

既存部分 

（使用） 

増築 

（仮使用） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

既存部分 

（使用） 

増築 

一部仮使用 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

敷地工事以外完了 

敷地・建築物の工事が未完了 

工事完了後 
工事は敷地工事含め完了 

（完了検査受理後７日経過前） 

新棟部分を仮使用 

（敷地以外完成） 

新棟 

建設 

（仮使用） 

旧棟 

（使用） 

Exp.J 

新棟 

建設 既存部分 

（使用） 
一部仮使用 

Exp.J 

Exp.J 

旧棟 

（使用） 

新棟 

建設 

（仮使用） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

敷地工事以外完了 

敷地・建築物の工事が未完了 

工事完了後 

全改築 

（仮使用） 

全改築 

一部仮使用 

全改築 

（仮使用） 

工事は敷地工事含め完了 

（完了検査受理後７日経過前） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

敷地工事以外完了 

敷地・建築物の工事が未完了 

工事完了後 
工事は敷地工事含め完了 

（完了検査受理後７日経過前） 

区画 

既存部分 

（使用） 

一部 

改築 

（仮使用） 

既存部分 

（使用） 

一部 

改築 

一部仮使用 

区画 

既存部分 

（使用） 

一部 

改築 

（仮使用） 

区画 敷地工事完了 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定必要 
（機関認定可） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難施設等 

の工事を含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難 

施設等の工事を 
含まない。） 

仮使用認定不要 
（既存部分は避難施設等 

の工事を含まない。） 

一部改築部分を仮使用 

（敷地以外完成） 

旧棟 

除却 

旧棟 

（使用） 

新棟 

建設 

（仮使用） 

新棟 

建設 

（仮使用） 

新棟 

建設 

（仮使用） 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

工事完了 

敷地工事完了 敷地工事完了 敷地工事完了 敷地工事完了 敷地工事完了 

基準告示（平成 27年国土交通省告示第 247 号）第１の基準に 

ついては、以下のイメージのように新築、増改築を判断し、適用する。 


